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第２回世田谷区子ども・若者・子育て会議議事録 

 

▽日 時 

令和７年10月24日（金）午前９：30～ 

 

▽場 所 

世田谷区民会館集会室ＡＢ 

 

▽出席委員 

加藤会長、久保田副会長、井上委員、萩原委員、くろだ委員、佐藤委員、田中委員、髙橋

委員、三瓶委員、松田委員、小嶋委員、宮下委員、宮本委員、宇佐美委員、河口委員、明

石委員、西委員、吉田委員、岡﨑委員、天野委員、武田委員、廣岡委員、下村委員、山内

委員 

 

▽欠席委員 

猪熊委員、林委員、堀井委員、野井委員、原田委員、木村委員、膳場委員、川越委員、古

家委員、松永委員、村田委員 

 

▽事務局 

松本子ども・若者部長、寺西子ども・若者支援課長、渡邊児童課長 児童施策推進担当副

参事、虎谷子ども家庭課長、北川保育課長、渡邉保育認定・調整課長、小林保育の質向上

担当副参事、大里保育の質向上担当副参事、河島児童相談所長、真鍋健康推進課長、瀬川

生活福祉課長、須田障害施策推進課長、渡部地域学校連携課長、米倉乳幼児教育・保育支

援課長、佐藤世田谷総合支所 子ども家庭支援課長 

 

▽資 料 

・資料１ 部会の報告（子ども・子育て部会、若者部会） 

・資料２ 「世田谷区子どもの権利委員会」の設置について 

・資料３ 「ユースカウンシル事業」について 

・資料４ 若年女性のための居場所「ゆうカフェ」の開設について 

・資料５ ５歳児健康診査に係る区と幼稚園・保育園等との情報共有について 

・資料配布 令和７年度「全校朝会」や「朝の時間」を活用した、子どもの権利学習の実

施結果について 

・資料配布 令和７年度おでかけひろばの新規開設について 

・資料配布 せたがや子どもＦｕｎ！Ｆａｎ！ファンディングの取組み状況 

・資料配布 せたがや若者ファンディングの取組み状況 
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・資料配布 子どものけんりフェス 

・資料配布 世田谷区子ども・若者基金寄附のご案内 

・資料配布 世田谷区保育の質ガイドライン保護者向けリーフレット 
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▽議事 

 

寺西課長  それでは、皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、第

２回世田谷区子ども・若者・子育て会議を開会させていただきます。 

 本日は、お忙しい中、また急に寒い中、こちらまで御出席をいただき

まして、どうもありがとうございます。議事に入るまでの間、進行を務

めさせていただきます子ども・若者支援課長の寺西でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 本会議はＺｏｏｍを併用いたします。あちらに幾つかスクリーンがご

ざいますけれども、御確認をいただけます。本日、Ｚｏｏｍでの参加は、

西委員、吉田委員、武田委員となります。どうぞよろしくお願いいたし

ます。御発言の際には挙手をいただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 資料につきましては、各委員の机の上に、次第以下、資料１から５、

その他資料を７種類配付しております。また、各委員に１箱ずつ、参考

資料をまとめた書類フォルダを置かせていただきましたので、必要に応

じて適宜御覧いただければと思います。 

 続きまして、最初に、前回、欠席された委員の方に自己紹介をお願い

できればと思います。委員名簿を配付しておりますので、併せて御覧く

ださい。 

 それでは最初に、世田谷区私立幼稚園ＰＴＡ連合会の宮下様、よろし

いでしょうか。 

委員  おはようございます。初めまして、世田谷区私立幼稚園ＰＴＡ連合会、

保護者代表で参加させていただきます○○と申します。 

 今、自分の子どもがもう幼稚園の年長になっているので、幼稚園での

生活はあと僅かになるのですけれども、こちらに参加させていただい

て、これからも子育てに関わっていきたいなと思っております。よろし

くお願いします。 

寺西課長  それでは、続いて、メルクマールせたがや施設長の○○様、お願いい

たします。 

委員  皆様、おはようございます。メルクマールせたがや施設長の○○と申

します。第１回目は所用のため欠席して、大変失礼いたしました。 

 メルクマールせたがやは、世田谷区内在住の中高生世代以上の方を対

象とした不登校やひきこもりといった生きづらさを抱えた方の相談支

援であったり、あとは利用登録制のクローズドな守られた空間の中での

居場所の活動などを行っております。どうぞよろしくお願いいたしま
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す。 

寺西課長  それでは、オンラインの若者委員の○○さん、お願いします。 

委員  ユースカウンシルの代表をしております○○と申します。所属は、慶

應義塾大学と東京大学の先端研におります。ちょっと未熟なところはあ

りますが、よろしくお願いします。 

寺西課長  どうもありがとうございます。 

 それでは、議事に入らせていただきます。加藤会長、今後の議事につ

きまして、よろしくお願いいたします。 

加藤会長  皆様、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。今日

は報告事項５件、資料配付７件となっていますが、ただ、内容的には大

変充実していると思いますので、早速、議事に入りたいと思います。 

 まず、部会が行われてきましたので、(1)としまして、各部会で報告の

あった案件について、簡単にではありますが、共有したいと思います。 

 最初に、資料１を御覧ください。子ども・子育て部会につきましては

９月19日に開催し、案件は記載の７件について事務局より報告がありま

した。 

 それでは、私から３、４分、御報告させていただきます。子ども・子

育て部会ですけれども、やはり共通の問題意識としては子どもの権利保

障という観点から報告をしていただき、また、議論を実施してきました。

ただ、今回１件目と２件目が虐待案件ということで、１件目が学童クラ

ブ、２件目が私立の認可保育園になります。虐待発生の内容、経過、今

後の取組に関する報告に基づき議論を行いました。いずれの案件も、保

育者が、職員が、子どもが自分の思うようにならなかったので、どちら

かというと、言うことを聞かせるために身体的虐待に至るといった流れ

で生じていたかと思います。様々な観点から議論が行われましたけれど

も、専門職として倫理的に決して許されない行為であることをしっかり

と認識していく必要性であるとか、保育マネジメントの視点から予兆を

察知し、対応していく必要性など議論が行われました。こうした事案に

は、保育の質向上に向けてまだまだ死角があることを私たちに再認識さ

せるということで、大変重く受け止めながら議論を行いました。 

 ３件目の児童福祉法等の改正に伴う区の対応は、国事業として、職員

による虐待等を発見した場合の通告義務の対象施設の拡大に関する議

論になります。従来、社会的養護に関わる施設を中心に行われていたも

のを児童福祉の事業や、保育所などにも拡大していくということで、そ

れらを区としてどう対応していくのかといった議論です。 

 ４件目の子どもの居場所フローターに関しては、世田谷区における児
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童館を拠点とした区独自の事業ということで、フローター事業の試行実

施結果と、本格実施に向けたスケジュールについて確認されました。 

 続きまして、５件目に関しては、世田谷区の場合、待機児が生じてい

ますので、その保育確保に向けた根拠と具体的な確保策について議論が

行われました。 

 ６件目のこども誰でも通園制度は、国事業になります。令和８年度か

ら全国で実施が義務化されますので、区でどう導入、実施していくのか

といった議論になります。 

 ７件目は、都の事業で、ベビーシッター利用支援事業の導入、これを

区で導入するに当たって、養育の質とか乳幼児の安全性をどう確保して

いくのか、その具体策について議論されました。 

 以上のように、世田谷区独自の事業、そして、区や都で提起された事

業が幾つか含まれていましたけれども、世田谷区が大切にしている子ど

もの権利とか保育の質の向上という観点から、これらの事業をどう導入

したらよいのかといった点で様々な議論が行われました。以上になりま

す。 

 続きまして、若者部会の報告について、萩原部会長、よろしくお願い

いたします。 

萩原委員  では、第１回若者部会の報告をいたします。先月９月24日、若者部会

が開かれました。若者部会のメンバー構成ですが、資料１の２ページ目

にメンバー構成が載っておりまして、この若者部会の大きな特徴として

は、大人の委員と同じ数の若者委員が６名入っていることで、これは多

分、全国的にもかなり先駆的な構成になっているかと思います。 

 その下のシートを御覧いただければと思いますが、今回は報告事項と

しては５件ございました。(1)から(4)に関しては、この後、事務局から

も報告事項として挙がっておりますので、ここでは割愛をさせていただ

ければと思っております。一応タイトルだけ申し上げますと、まず１つ

は「せたがや若者ファンディング事業」についてです。２番目は「ユー

スカウンシル事業」について、３番目は若年女性のための居場所「ゆう

カフェ」の開設について、４番目が子どもの権利条例について、そのう

ちの２項目がございまして、「子どものけんりフェス」と「世田谷区子ど

もの権利条例」パンフレット作成ワークショップについて、５番目とし

て青少年交流センターにおけるユースコーディネーターの活動内容に

ついてとなっております。 

 この５番目については、本会議の報告事項からではないので、ここだ

け少し御説明しますと、希望丘青少年交流センターを中心として、ユー
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スコーディネーター２名が世田谷区内の様々ないわゆる居場所、学校で

あるとか、地域の様々な子ども、若者の居場所になり得るような場へと

出向いていきまして、そこでネットワークをつくっていく活動を現在進

めているということについて報告がありました。その中でも、今後、検

討すべき課題も出てきておりまして、今後は、そういう場があってもつ

ながっていかないような若い人たちにどうやってアウトリーチをして

いくかというようなところも一つ課題として報告されました。 

 今回は、次の意見交換に少し力点を置きまして、とりわけ若者委員の

意見をなるべく多く聞きたいという形で進めました。議題としては、若

者が力を発揮できる環境づくりについてという議題で、今、青少年交流

センターが３館動いておりまして、それと新たに若者の居場所補助事業

というのも展開して始めているということで、その２つに関して求める

ことなど、意見交換をしました。 

 意見交換をする際に、こういうフォーマルな中ではなかなか意見が言

えないというところもありますので、まずは事務局からその議題の説明

をしていただいた後、かなり資料が多かったものですから、まず議題の

中身について消化する時間と、交流センターのことと、若者の居場所補

助事業のことに関して自分の意見というのをポスト・イットに書き込む

時間を10分設けました。10分設けて、２グループに分かれていただいて、

そこに少し大人の側もファシリテーターに入っていただきながら、その

書いたものをお互いに共有する時間を５分ほど設けさせていただきま

した。その後、全体で改めてお互いに意見を共有するというステップを

踏んで進めさせていただきました。 

 結果としては、６名の委員から約30ぐらいの意見が出てきました。大

人の委員も含めると40ぐらいの意見になります。今、スクリーンに投影

されておりますけれども、ああいう形で、後ほど事務局のほうで少し整

理していただきました。時間が足りないぐらい意見が出たものですか

ら、全部を共有することができなかったので、それはああいう形で落と

し込んで、後ほど情報共有するという形を取らせていただいています。 

 ここでせっかくですので、今日、対面で２名、○○委員と○○委員

 に出席いただいていますので、お２人から一言ずつ、参加してみての感

想、また、今回の議題についての意見の一部でも少し報告いただければ

と思います。 

委員  初めて若者部会に参加させていただいたのですが、やっぱり若者委員

が多かったこともあって、空気が柔らかくて、私はすごく意見が言いや

すかったかなと感じました。 
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 萩原部会長がおっしゃったように、報告事項が結構多かったので、意

見を交換する時間はあったんですが、それを深める時間は少なかったよ

うに感じました。私は世田谷区に住んでいるんですが、若者のために実

際に区が行っていることを知れて、私でも知らないようなことがたくさ

んあったので、それは次の回に生かせるなと思いました。（拍手） 

委員  今回の意見共有で、同じ若者委員として集められているメンバーで

も、世田谷区との関わり方がそれぞれ違う。例えば世田谷区に住んでい

る人たち、通学で世田谷に関わっている人とかで、様々な方面からの意

見を若者がみんなで共有できたところが一番よかったのかなと思いま

す。ただ、先ほど言ってくれたとおり、やっぱり時間が足りなくなって

しまって、意見をさらっと共有するだけになってしまって、それをさら

にどうしていったほうがもっといいのかというところまで話を深めら

れなかったのは、次に生かせていけたらいいのかなと私も思っていま

す。（拍手） 

萩原委員  少し時間に余裕がありますので、オンライン参加されている○○委員

と○○委員にも一言ずついただければありがたいなと思いますが、まず

は○○委員からよろしいですか。 

委員  当日もオンライン参加だったんですけれども、オンライン参加でも先

生とすごく興味深い意見交換ができたので、Ｓｌｉｄｏとか、いろいろ

なオンラインツールがあると思うので、そういう共有の時間を短縮でき

るような会議構成になっていくとさらによいのかなと思いました。 

委員  僕は対面での参加だったんですけれども、今、○○委員がおっしゃる

ことと少しかぶっていて、多分、運営側に負担がかかってしまうと思う

んですけれども、事前に意見共有できるともっと効率的に意見交換でき

たのかなとは思いつつ、でも、すごく率直な意見交換ができたので、楽

しかったですし、またこういうものも続けていけたらなと思うので、よ

ろしくお願いします。（拍手） 

萩原委員  それぞれの若者委員から課題として出てきましたように、意見交換を

もっと深めていく時間の確保というのが今回課題になりましたので、次

回はもう少し意見交換をメインとした会議構成で進行できればなと

思っております。 

 若者部会からは以上になります。 

加藤会長  それでは、子ども・子育て部会及び若者部会の報告について、御意見、

御質問等がありましたらお願いいたします。 

 今まで子ども・子育て会議という形でやってきましたが、今年度から

子ども・若者・子育て会議ということで会議が始まりまして、多分、全
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国的にも、こういった会議体で、さらには部会も含めて議論を進めてい

る自治体はほとんどないのではないかと思いますので、ぜひ若者の皆さ

んで若者の視点から様々な議論を展開して、深めていっていただけると

ありがたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 それでは、本件については以上とさせていただきまして、続いて、報

告(2)、資料２の「世田谷区子どもの権利委員会」の設置について、まず

事務局より御報告をお願いします。 

寺西課長  それでは、子ども・若者支援課長の寺西より御報告をさせていただき

ます。 

 資料２、「世田谷区子どもの権利委員会」の設置についてを御覧くださ

い。１の趣旨でございます。今年度よりスタートしました子どもの権利

条例第39条で、子どもの権利を保障するための第三者機関による調査と

評価検証を行う体制を整備するという規定がございます。また、同じく

子どもの権利委員会条例というものを今年度から施行しておりますけ

れども、こちらの条例に基づきまして、区長の附属機関である世田谷区

子どもの権利委員会を新たに設置したというものでございます。 

 ２の所掌事項を御覧ください。区長の附属機関としまして、区の実施

する施策における子どもの権利保障の状況について調査、評価検証を行

い、制度の改善等の提言を行うというものでございます。 

 資料の裏面、２ページ目にイメージ図をつけております。左側が子ど

もの権利委員会の主に取り組む内容を記載しております。(1)定例会の

開催ということで、大体年３から４回ほどこの会議を開催しまして、①

のまずどういう調査テーマを設定するかといったことの決定と、②ヒア

リング等を行った調査結果に基づく評価・検証、また、③それをまとめ

て政策提言書をつくるというのが主な活動内容になります。その下の

(2)ヒアリング調査で、子どもの権利委員会に調査部会というものを設

けまして、テーマに基づいた調査を行うことも併せてやっていきます。

最終的に、(3)政策提言書の作成は２年に１回というペースで今考えて

おりますけれども、こちらを作成した後に、その下のほうに矢印が伸び

ておりますけれども、区の部長会、これは部長会という名前ですけれど

も、区長、副区長、教育長も参加している会議になります。こちらに子

どもの権利委員会からの提言ということで報告をしていく形となって

おります。 

 真ん中の右のほうに課題共有会議というのがございまして、こちらは

子どもの権利委員会のテーマを決めていく上で、今どういう課題がある

のかというのを、右にありますせたホッと、児童福祉審議会、こちらの
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子ども・若者・子育て会議の会長、委員の方に御参加をいただいて課題

の共有を行う、これはちょうど来週行われる予定なんですけれども、こ

ういった会議もやりながらテーマを決めていくという形になります。ま

た、下のほうにユースカウンシルとあるんですけれども、左側のほうに

若者委員３人とありますけれども、こちらから若者委員として１名御参

加もいただいているという形でございます。 

 表面にお戻りください。３の第１期「世田谷区子どもの権利委員会」

についてでございます。期間については、今年の７月１日から令和９年

６月30日までの２年間となっております。(2)委員は記載のとおりでし

て、学識経験者の方が４名、区民委員の方が２名、若者委員が３名とい

うことで、ユースカウンシルの方、それから公募で去年まで子ども・青

少年協議会に参加いただいていた○○さんも御参加していて、それから

実は中学生も１名、世田谷区立中学校生徒会サミットから参加をいただ

いているという構成になっております。 

 (3)取組みの現状です。第１回の権利委員会を９月２日に開催しまし

て、現在、検討テーマの決定に向けた検討を進めているところでござい

ます。 

 (4)今後の展開ですけれども、今後、子ども、若者へのヒアリングや、

先ほど申し上げた課題の共有会議などを通じまして、子どもの権利に関

する課題を把握した上で、第１期の検討テーマを決定するということを

予定しております。一応、12月に２回目の権利委員会を予定しておりま

すので、そこで決定をしていきたいと考えております。最終的には任期

末までに評価、検証を行いまして、区へ政策提言を行う予定でございま

す。 

 簡単ですけれども、説明は以上でございます。 

加藤会長  子どもの権利委員会も今年度新たに設置された会議体になります。計

画に示された様々な施策、事業を着実に子どもの権利の視点から実施し

ていく、そのための評価、検証などを進めていく仕組みですけれども、

新しい会議体ですので、試行錯誤しながら今後取り組んでいくという形

になると思いますので、御意見とか御質問等何かございましたらぜひお

願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員  子どもの権利委員会の設置はもちろん大変意義のあることだと思う

んですけれども、この中に乳幼児の子どもたちの意見を反映する仕組み

というのはどうかなというふうに今考えたんですが、まさか子どもたち

をここに呼び寄せるわけにはいきませんし、そこは委員長である○○先

生が乳幼児期における権利に関してはとても熱い先生でいらっしゃい
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ますので、その辺は委員長にしっかりフォローしていただいて、乳幼児

の権利のことも忘れずに議論していただければと思うところでござい

ます。 

加藤会長  いろいろな子どもたちがいる中で、やはり乳幼児の子どもたちの声を

どう聞いていくのか、施策に反映していくのかという観点は大変重要だ

と思いますけれども、○○委員から何か御提案とかはありますか。こん

なふうに聞き取っていくといいんじゃないかとか、あるいは来週、課題

共有会議なんかも予定されていて、今回どんな課題に取り組んでいくの

かみたいなことが議論されるわけですけれども。 

委員  もちろん、その課題が出されてどういう議論をするか、どういう議案

が立つかということがここの中身だと思うんですけれども、きっといろ

んな議案が出てきて、乳幼児に関わることも出てくると思うんですね。

そのときに、今、試行錯誤とおっしゃいましたので、外部の人を招聘す

るとか、いろんな人を呼び寄せて、広くここにいらっしゃる方以外の意

見も聞きながらというのも一つやり方かなと思います。 

委員  待望の子どもの権利委員会ができたんだなと思っているんですけれ

ども、あまり聞いたことがなかったり、見たことがない人のほうが大多

数だし、世田谷区内だけではなくて国の中でもあまりないというか、イ

メージが湧かないものなので、どういうものなのかということを誰にど

うやって伝えるのか、ちょっと漠然としていますけれども、中身の説明

は分かるんですけれども、これがどういう立ち位置ということだった

り、すごく珍しいもの、珍しいと言うのは失礼ですけれども、この概念

みたいなことからＰＲしていただけるといいなと思っています。権利の

人たちの界隈では結構すごいことなんじゃないかと思っているんです

けれども、なかなかそこまで分からなくて、ふうん、できたんだで終わっ

てしまいがちだと思うので、お願いしたいです。 

 あと、○○委員が言ってくださったように、乳幼児のところに関して

は、サービスとか、子育ての負担軽減のための分離施策みたいなものに

どうしてもお金がつきやすいというか、分かりやすいので、進んでいく。

それは国全体でもそうなのかなと思っているので、そうではない部分っ

て何だろうというところについてもここでお話しいただけるといいの

かなと。便利になって失われているものはないのかということについて

は、ぜひお話しいただけるとうれしいなと思います。 

加藤会長  この図を見ても大変複雑で、恐らく子どもの権利委員会を軸としなが

らも、様々な会議体、開かれた会議として課題を決めたり、展開してい

くという意味でいろんな組織がくっついた結果、分かりづらくなってい
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る点もあるかもしれませんし、今お話しいただいたように、これが何を

目的として、何を実現するための会議体なのかといったことも、より見

えやすい形で、アピールできるような形で取りまとめていく必要がある

なというふうに実感させられました。 

 ほかにはいかがですか。 

委員  世小Ｐから参りました○○と申します。このパンフレットについて、

この間、世小Ｐの保護者のほうでも確認しましたら、知っている人が誰

一人いなかったというぐらい、私もこの会議に出まして初めて見させて

いただいて、学校では多分もう配られていたり、先生方では勉強されて

いる方もいらっしゃると思うのですが、保護者の目に意外となかなか届

いていないように感じます。この取り組みは先生だけが大事にしたり、

保護者だけが大事にしたりするものではなく、両方とも相互理解を深め

ながら進めていって、共に子どもを理解しながら進めていくのがきっと

理想だと思いますので、保護者に周知がうまくいくようにできたらいい

のかなと思います。何かできることがありましたら御相談ください。よ

ろしくお願いします。 

加藤会長  子どもの権利に基づく施策がたくさん進み始めていますけれども、や

はり子どもの権利を実現していくためには本当に多くの方々の御協力

が必要なわけで、今御提案いただきましたように、多くの人に今どうい

う動きがあるのかといったことがしっかりと伝わっていくようなこと

をぜひ大事にしながら取り組めていけるといいかと思います。 

委員  子どもの権利のところの図を見させていただきますと、子どもの身近

な場である児童館とか青少年交流センターで、こういう機会を設置して

いただいているところを拝見しまして、うちは子どもが小学生なんです

けれども、学校で配られる紙はただ持ち帰るだけで、ファイルの中で何

も見られずに終わっているんですが、児童館とかは子どもたちが子ども

同士で遊びに行ったりしているので、そういう場で、参加の機会とか、

そういうところを発表しておいていただけると子ども同士で話題にし

やすくて、参加、参画というのは、すごく真面目なお子さんとかは割と

参加しやすいと思うんですけれども、自分から児童会に立候補しますと

か、そういうお子さんじゃないと見る機会も少ないような気はします

が、こういう児童館とか子どもが遊ぶ場に設置していただけると、ふだ

んそういうことに関心のない子どもでも、あっ、こんなものがあるんだ

というふうに思いやすいのかなと思いまして、すごくありがたい広報の

仕方だと思いました。 

加藤会長  やはり子どもにとってどういう場で伝えていくと最も伝わっていく
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のかというところを踏まえた上で進めていく必要があると思いますが、

今回、児童館とか青少年交流センターという場をかなり拠点としながら

進めていくような制度設計になっていますので、ぜひ児童館やセンター

での取組をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。 

 ほかにはよろしいですか。それでは、本件については以上とさせてい

ただきます。 

 次に、報告(3)、資料も３番になりますが、「ユースカウンシル事業」

について、まず、事務局より説明をお願いします。 

寺西課長  それでは、続きまして、資料３の「ユースカウンシル事業」を御覧い

ただければと思います。 

 こちらはチラシのイメージもつけていますけれども、こちらも今年度

からスタートした取組でございまして、若者が地域社会に参加・参画し、

自分たちも地域の主役であると実感できるよう、若者が関心を持つ区政

課題等に対して若者が自ら調べたり、議論を行って、区に対して意見を

提言するユースカウンシル事業を７月から開始しております。今期は本

当に最初ということで０期という位置づけをしておりまして、どういう

ふうにユースカウンシルを進めていくかですとか、会議の進め方そのも

のについても、今、若者たちと一緒に考えているという状況でございま

す。現在、公募で22名の若者が集まっていただいていまして活動してい

るところです。対象は、中学生から24歳までの若者となっております。 

 ２ページ目を御覧ください。ユースカウンシル事業の実施体制でござ

います。希望丘の青少年交流センターを拠点としまして、ユースワー

カーの伴走支援の下で月１回程度の定例会を開催しているところです。

図の下にユースカウンシル事業とありまして、左側の青少年交流セン

ターがかなり伴走しながら、今日も来ていただいている○○委員などに

かなり助けていただきながら今運営をしているところでございます。基

本的にはユースカウンシル事業のメンバーが自分たちが関心を持つこ

とに対して調べて世田谷区に提言をするんですけれども、逆に世田谷区

のほうから、こういうことについて若者の意見をぜひ聞きたいといった

ことも、ユースカウンシル事業にこちらから提起をさせていただいて、

御意見をいただく形を取ることも考えております。また、ユースカウン

シル事業は、当然、区の行政課題に対して提案をしていくので、そのサ

ポートなどについては、こちらの子ども・若者支援課も寄り添いながら、

所管課との調整とかはサポートしながら進めていくということを考え

ております。 

 右の点線の丸のところに「メンバーはユースカウンシルを代表して、
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区の審議会や、子どもの権利委員会に委員として参画する」ということ

で、○○委員にも今日御参加いただいていますけれども、先ほどの子ど

もの権利委員会にも○○さんという方にも御参加いただいたりという

ことで、区の様々な会議にも参加をいただいている形になります。 

 続いて、３ページ目を御覧ください。ユースカウンシル事業の活動状

況でございます。今のところ５回開催をしていまして、１回目は顔合わ

せのような形で、世田谷区の気になることについて話をしました。それ

から、２回目は、中野区にもティーンズ会議というものがございまして、

こちらから来ていただいて、若者はあまり多くは来られなかったんです

けれども、運営している方などとも意見交換をさせていただきました。

それから３回目、５回目に具体的に若者発のプロジェクトということで

検討を進めているところです。４回目については、静岡県菊川市という

ところもユースカウンシルの取組を何年か前からやっているというこ

とで、こちらにも行かせていただいて、菊川市と、近くの磐田市、ジュ

ビロ磐田の磐田市の若者たちも来ていまして、意見交換等をさせていた

だいたところになります。 

 続いて、４ページ目を御覧ください。こちらは活動状況の詳細になり

ます。第１回目の「世田谷の“気になる”こと」で出た意見ですけれど

も、区の情報や人の声、意見が知れる仕組みが欲しいですとか、例えば

世田谷といったらこれだよねみたいなものが実はあまりないのではな

いかというところで魅力発信をしたい、公園のルールを見直したいと

いったような御意見をいただいています。また、下の写真が今御説明し

ました菊川市との視察、交流の様子となっております。 

 最後に、５ページ目を御覧ください。ユースカウンシル事業の今後の

方向性、事業の内容になります。１つ目が先ほど申し上げました若者に

よる区政への提言ということで、若者が課題認識を持ったテーマごとに

プロジェクトチームを結成して、解決策をまとめて区へ提言を行いま

す。それから２点目は、これも先ほど申し上げました区政課題について、

区のほうから検討をお願いして、提言をいただくという形になります。

３つ目としまして、情報発信と幅広い意見聴取の実施ということで、今

22名のメンバーが集まっていただいていますけれども、それ以外にも世

田谷区内にはたくさんいますので、なるべく多くの若者から意見を聞く

形を取っていく必要があると思っています。そういうところでオンライ

ンプラットフォームのツールなども活用しながら意見聴取、情報発信す

ることを現在検討しているところでございます。 

 最後に、若者発のプロジェクト検討ということで、大体どんなことを
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今話しているのかというところで簡単に御紹介させていただきますと、

例えば校則とか学校に関すること、あと意外と区の交通に関することに

ついて関心が高くて、我々も感じるところの南北交通が弱いのではない

かとか、そういった話も出ています。また、世田谷のどういう魅力を発

信したらいいか、それから、ユースカウンシル、この制度自体をどうい

うふうにデザインをしていくかといったところも今議論になっており

ます。 

 簡単ですけれども、御説明は以上になります。 

加藤会長  それでは、この件につきまして御意見、御質問などがありましたら、

お願いします。 

委員  ユースカウンシル事業と、先ほどの若者部会での若者委員からの御意

見も伺ったところで思ったことなんですけれども、今、ユースカウンシ

ル事業で皆さんが会議をしたりとか、話合いの場で意見を言って、話合

いを深めていくというところの流れと、先ほどの若者部会ではもっと深

く話したかったなという意見であったりとか、オンラインで事前に意見

共有ができるといいのではないかというお話もありました。 

 だから、若者が本当に22人いて、ユースカウンシルで闊達な意見を交

わす場と、若者部会とか、我々区の大人側が主体になっている会議との

やり方が結構違うのかなと聞いていて少し思ったところでして、もしそ

の違いがあるのであれば、今、ユースカウンシル事業のほうで話し合っ

ているやり方でよいところを若者部会からまず試していくとか、ぜひそ

の意見を聞いて若者部会ももっと活性化していけるといいのかなと感

じまして、発言をさせていただきました。 

加藤会長  若者とか子どもたちの意見を聞いて区に反映させていく、いろんな

チャンネルが動き始めているわけですけれども、それぞれ課題であった

り、いいところであったり、今、○○委員がおっしゃったように相互に

生かしていくといいなと思いましたが、改めて、例えば若者部会、ユー

スカウンシル事業のそれぞれの役割ですとか、後でユースカウンシル事

業に実際に携わっておられる委員の方から補足などがありましたらお

願いしたいと思いますけれども、まず、寺西課長、お願いします。 

寺西課長  位置づけからまず御説明いたしますと、ユースカウンシル事業につい

ては本当に若者主体の会議でございます。なので、私たちも参加したり、

見に行ったりもするのですけれども、ほとんど何もせずに見ているだけ

で、○○委員のファシリテートの下で、若者たちが本当に自分たちで議

論をしているというものになっています。だから、ほとんど区のほうは

口を挟まなくて、見ているだけと言うと変な言い方になってしまうんで
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すけれども、そういう中で本当に若者主体で若者たちが自ら考えている

というのがユースカウンシルになっております。 

 一方、若者部会については、子ども・若者・子育て会議の部会という

形になるので、少なくとも初回に関しては、こちらでいろいろ進行しな

がら、若者に参加いただいて意見をいただくような形を取りました。た

だ、先ほどももっと議論する時間が欲しいという意見もかなり出ました

ので、もう少し若者たちが主役になって議論できるような運営の仕方と

いうのを考えていくべきなんだなと感じたところです。そこはまた萩原

部会長とも御相談させていただきながら考えていきたいと思います。 

加藤会長  ほかにはいかがでしょうか。 

委員  御説明ありがとうございました。このユースカウンシル事業はすごく

いいなと思ったんですけれども、やっぱりもっと広報をしたほうがいい

と思っていて、特に若者や子どもたちにユースカウンシル事業って何？ 

みたいなもので、こういうことをやっていて、自分たちも意見が言える

んだよ、委員にはこうなったらなれるとか、自分の意見はこういうふう

に発信すると伝わるとかというのを具体的に子どもたちに伝える場み

たいなものとか、広報の仕方があるといいなというふうに感じました。 

加藤会長  ここでの議論ですとか、子どもや若者がどんな議論をしているのかと

いうところをさらに広報していくことの必要性について御指摘いただ

きました。 

久保田副会長  ちょっと質問というか、今の話とも関係するんですが、今回、公募で

22名ということで、こちらは大学でも周知はさせていただいたりしたん

ですが、今の中学生から24歳ぐらいまでということでしたが、実際に22

名という若者の大体どれぐらいの年齢層のお子さんたち、若者が来てい

るのか。 

 あとは、分かればでいいのですけれども、どういう経由で来ているの

か。ここまでの議論でもたくさん出ていますけれども、あまり特定のと

ころに偏ってしまうというのはよくないかなと思いますので、多様性を

考える意味でも、ただ呼びかけて、はい、はいって手を挙げる子ではな

い子たちにも届くような広報が今後は必要になってくるかと思うので、

それの参考までに、今の22名の構成を分かる範囲で教えていただければ

と思います。 

寺西課長  一応、22名のうち中学生が４名、それから高校生が６名で、大学生以

上が12名という形になっております。今回、大学を通じて結構周知をさ

せていただいたこともありまして、半分ぐらいは大学生なんですけれど

も、中学生や高校生も４名、６名ということで、全体としては割と全部
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の年代で入っていただいているかなという印象を持っております。 

加藤会長  ユースカウンシル事業に対する期待感がいろんな質問として出てき

ているわけですが、○○委員とか○○委員、あるいは若者委員の皆さん

から何か補足とかはございますでしょうか。 

委員  会議の進め方についてなんですけれども、最初は０期ということなの

で、事務局が中心に運営をしてきたんですけれども、５回目から若者と

相談しながら全体の進行も若者がするみたいな形で、徐々に会議そのも

のを本当に若者主体でやっていきたいなと思っています。 

 それから、それぞれ若者が考えるいろんなプロジェクトが出始めてい

ますので、そのプロジェクトについては、本当に若者が自由な時間に集

まってもらってフィールド調査に行ったりとか、場合によっては調整を

して区の担当課のところと話をしたりみたいなことを徐々にしていき

たいと思っていて、全体の会議体は、どちらかというとそれぞれのプロ

ジェクトの報告会みたいな形になって、共通の課題みたいなものを少し

共有して解決するみたいな会議体に少しずつ変化をさせていきたいと

考えています。 

加藤会長  若者主体の会議体に徐々に重きを置きながら展開していきたいとい

うことでした。 

 ほかにはいかがですか。 

委員  少し質問を交えてになってしまうんですけれども、この広報というの

は、中学生にもこの広報が行っているんですか。例えば内容をちょっと

簡単にしてみたりとかというふうにはされていなくて、このままこれを

という形で広報されているのか、ちょっと気になりました。 

加藤会長  中学生から大学生以上まで幅広い中で、中学生にも伝わるような広報

はどうなのかという観点かと思いますが、いかがですか。 

寺西課長  御質問ありがとうございます。チラシ等の媒体はこのままなんですけ

れども、すぐーるという子どもたちに一斉に配信できる学校の配信ツー

ルみたいなものがあるんですけれども、それで発信はさせていただきま

した。ただ、中身的に少し難しいのではないかという御指摘かなと思い

ますので、今後、もう少し中学生に響くような広報も考えていく必要が

あるかというふうに思いました。 

委員  意見という形なるんですけれども、さっきの子どもの意見とかに関し

てもですが、やっぱりこういう話というのは、大学生とか、若者の中で

も年が上の方は将来につながるからとかという理由で参加したりもす

ると思うんですけれども、そういうときに中学生とかはイメージがつか

ないと入りにくかったりとか、より年下の世代に参加してもらうために
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はそういうところに力を入れていかないと、正直、大学生とかなんてす

ぐ集まると言っては悪いけれども、中学生とかのほうがハードルも高い

と思うので、そこに焦点を当てていくべきなのかなと思いました。 

加藤会長  貴重な御意見ありがとうございます。今、広報の仕方について、中学

生にも届くようにということがございましたけれども、ほかにはいかが

ですか。 

委員  先ほどの人数構成で、大学生とおっしゃったんですけれども、中高生

世代というんですが、学校に所属していない人というのはいるんでしょ

うか。 

寺西課長  学校については、特に何か要件で申込みにはしていなかったので、細

かく把握ができていないです。 

委員  ありがとうございます。大学を通じて募集したら、中高生世代とせっ

かくつけてくれているけれども、学校に所属していない、働いていると

か、そういう人たちには多分届かないと思うので、そこに何かしらの工

夫があるといいなとすごく思います。先ほど久保田副会長から、そうい

うところに参加しにくい人たちという話もありましたけれども、そうい

う人たちがこういうところに来てくれるのか、すごく難しいとは思うん

ですけれども、せっかく希望丘青少年交流センター「アップス」から始

めているので、ぜひそういうところも、何となく勝ち組チームみたいな

感じにならないといいなとちょっと思いました。 

加藤会長  ほかにはいかがでしょうか。 

 ○○委員にはユースカウンシルメンバーとして参加いただいていま

すけれども、中学生、高校生、さらには大学生以上ということで、結構

幅広い年代のユースが参加しているということで、どんな感じで議論が

展開されているのかとか、補足がありましたらお願いできますか。 

委員  自分はわいわいグループワークから離れているところでこつこつ

やっているんですけれども、グループワークをしているところは、本当

に年上が年下に話す機会を流しているみたいな雰囲気もよく見るので、

それはいいかなというところはあって、例えば交通のところはちょっと

厳しいですけれども、今後それを魅力だったりとか、あとごみの問題が

あったんですけれども、そういう手に取りやすい、スモールステップで

やりやすいものをどういうふうに予算づけるだとか、大人をつけていく

ことによって実現させて、目に見える形にしていくかというところが重

要だと思っています。 

 今、広報とかの話もたくさんありましたけれども、期待がある中で、

幾ら広報しても中がこういうふうにただ区に提言して終わるみたいな、
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そういう見せ方がうまい会議体に終わるというところでは、中学生だっ

たり、そういう人たちにメリットがないというか、やっぱりきらきらし

た何かできるという希望を見せる必要があるので、そこは今後の課題か

なというところで取り組んでいきたいと思っています。 

加藤会長  提起して、提案書か何かを出して終わるのではなく、それをどう実現

できるのかというところまでしっかりと考えていく必要性と、あとは

ユースカウンシルのメンバー間でもいろんな交流がありますし、さらに

は、先ほど報告がありましたように、他自治体のユースたちとの交流が

ある中で、それらもいろんな交流があり、そこでの情報交換をさらにま

ちづくりに生かしていくというところがこれから進められていくのか

なと思いました。ありがとうございます。 

 この件に関して、ほかにはよろしいでしょうか。また引き続き、この

会議の中でも御報告いただけることを楽しみにしています。 

 それでは、本件については以上としまして、次に、報告(4)若年女性の

ための居場所「ゆうカフェ」の開設について、事務局より説明をお願い

します。 

寺西課長  では、こちらも私、子ども・若者支援課長から御報告をさせていただ

きます。若年女性のための居場所「ゆうカフェ」の開設ということで、

資料４を御覧ください。 

 まず、こちらの事業の概要ですけれども、昨年度、世田谷区困難な問

題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針というも

のを策定しておりまして、これに基づいて中学校卒業後の15歳から24歳

以下の若年女性が気軽に立ち寄り、安心して過ごせる居場所をつくると

いうところで、日頃の悩みや女性に特化した悩みの相談対応やフォロー

アップを行うことで若年女性支援の充実を図ることを目的に、記載の区

の基金を活用した補助事業として、令和７年度から８年度にかけた２年

間のモデル事業として実施をしているものでございます。こちらは公募

型プロポーザルで、公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパ

ンが選定をされまして、ゆうカフェを８月１日に開設をしたというもの

でございます。こちらのプラン・インターナショナル・ジャパンは豊島

区でも５年ぐらい前からわたカフェというやはり同じ若年女性のため

の居場所を実施しておりまして、かなりノウハウのある事業者というこ

とになっております。 

 下にゆうカフェの写真と概要を記載しています。開所は毎週火曜日、

木曜日、金曜日の週３日で、もともと週２日だったんですけれども、10

月から１日増やしまして、週３日の運営で行っております。13時から19
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時までになります。場所がＣＯＳ下北沢という下北沢駅から徒歩５分ぐ

らいのところにあります地域共生のいえという区の外郭団体のトラス

トまちづくりが空き家活用のような形でやっている物件になるんです

けれども、そこをレンタル、貸していただいて開設している形になりま

す。なので、火、木、金以外は別の用途に使われていたりとか、コミュ

ニティースペースのようなところを使って開設をしている形になりま

す。 

 過ごし方は自由に過ごしていただいて、１人でスマホを見たり、勉強

したり、スタッフとおしゃべりしたりと自由に過ごしていただけるとい

う形になっています。また、相談を希望される方は、スタッフの１名が

ソーシャルワーカーですので、常に相談できる体制になっているのと、

月１回ずつ心理士、助産師もこちらに来て相談が受けられる、あと希望

する方はＬＩＮＥによる相談対応ということで、ＬＩＮＥ登録いただけ

れば、しばらく来ていない方にはこちらから連絡を差し上げたりといっ

たこともしております。また、飲み物、おやつ、軽食は無料で提供して

おります。それから、食品、生理用品、スキンケア用品といった生活応

援グッズも無料で配付しているところになっています。 

 右側の写真を見ていただきますと、すごく広いスペースではないんで

すけれども、ウッディな感じの内装になっていまして、くつろげる空間

になっています。ちょっと階段が見えるんですけれども、２階はまた別

のテナントさんが幾つか入っていたりしますので、完全にここを専用し

ているわけではないんですけれども、基本的には女性だけがここで過ご

せるような形を取って実施しております。 

 次のページに参りまして、ゆうカフェの利用実績でございます。８月

から開始をして、10月17日までの集計になっています。登録者数も少し

ずつ伸びていまして、今42名、延べ利用人数が107名となっております。

１日当たりの平均利用者数も少しずつ増えてきているところでござい

ます。 

 それから、利用の内容については、軽食提供、生活応援品の提供とい

うのが結構数字が伸びているところになっています。事業者から聞いて

いる範囲ですけれども、下北沢という立地もありますし、こういうとこ

ろの居場所を利用される方が区内の方だけではなくて、区外あるいは都

外から来ている方も結構いて、３割ぐらいは本当に都外から来ている利

用者の方がいらっしゃるということです。それから、区の関係機関にも

かなり周知をしていまして、登録の42名のうち10名ぐらいは区の関係機

関から紹介されて、こちらを利用していると聞いております。 
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 また、課題としては、そんなに広くなくて、ここから先、利用者が増

えてきたときに対応できるかみたいなところはあるんですけれども、そ

んなに広くないというところで、スタッフとのおしゃべりの中でほかの

子も入ってきたりして、結構交流が生まれやすいというのを聞いており

ます。豊島区のわたカフェはもう少し広いスペースでやっているそうで

して、そこだと利用される方同士の交流というのはそんなに見られない

とは聞いているんですけれども、こちらは環境上、割と利用者同士の交

流もちょっと生まれているという報告を聞いております。参考にチラシ

もつけておりますので、こちらも後ほど御覧いただければと思います。 

 御説明は以上でございます。 

加藤会長  地域の居場所は様々な形で展開していますけれども、今回は特に悩み

や困難を抱える若年女性への居場所を開設して、今展開しているという

報告でした。この件につきまして御意見、御質問がありましたらお願い

いたします。 

委員  私は今、施設でアルバイトをしているんですけれども、その施設の子

がちょうどゆうカフェを利用していて、話を聞いたんですが、その子は

社会的養護を受けているというか、受けていたというか、大学生なんで

すけれども、大学生で18歳以降になると児相とか、そういう関わりが途

絶えていって、居場所支援を受けられる場所が本当に減っていて、そろ

そろ20歳になっちゃうからもうここも利用できなくなっちゃうんだと

いう話をいろいろ聞かされていたので、やっぱり24歳まで使えるのは本

人もすごくありがたいという話をしていました。私の意見というか、私

が聞いた実際に利用している方からの意見ですけれども、普通に生活し

ている若者、若い女性だけではなくて、そういう社会的養護を受けてき

た子たちにもニーズがあるので、すごくいい活動だなと思っています。 

加藤会長  かつて社会的養護を利用してきた若者にとっても大変貴重な居場所

になっているという御報告でした。 

 ○○委員、お願いします。 

委員  東京育成園の○○です。社会的養護という言葉が出ましたので、私か

らも御質問と御意見を少しさせていただければと思うんですが、まず今

御意見が出たとおり、すごくいいなと。どこにも居場所がない子たちが

安心していられる、保護者もあそこに行っているならいいでしょうと思

えるようなところがこうやって整えられるということは大変いいこと

だと思っております。 

 といいますのも、やはり私たちのような施設に来る子どもたちの保護

者に、かつてこういう場所があったならば違う結果になっていたのでは
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ないかなと。本当につらい、苦しい若者時代を過ごしてきた―女性が

主にですけれども―方たちが結果、自分の子どもを施設に入れる、手

放す、あるいは自分の子どもを傷つけるような経過をたどっていらっ

しゃるのを見ると、こういうものがその時期にあったらなということを

考えたりもします。そういう意味で、すばらしいことだと思っておりま

す。 

 もう一つは、これは区として今後広げていくとか、増やしていくとか、

先ほどニーズがどんどん増えてきているのではないかというようなお

話がありましたが、まだ始まったばかりなのであれなんですけれども、

今後の展開については、今の時点ではそのあたりをどのようにお考えな

のか、聞いてみたいです。 

寺西課長  今回２年間のモデル実施ということで、まだ８月から始まったばかり

なので、先のことはまだ決まってはいないんですけれども、一旦どうい

う形の利用がされるかとか、利用人数やニーズも把握をしながら今後の

展開というのを考えていく必要があると思っています。 

 また、若年女性に限らず、若者の居場所が必要になっているというこ

とはまた課題として認識をしていますので、必ずしも若年女性だけでは

なくて、その他、たくさんいろんな若者たちが集える居場所を町の中

だったりにつくっていくことは、それはそれで今回の子ども・若者総合

計画にもそういったことは位置づけていますので、そういった展開は進

めていきたいと思っています。 

加藤会長  今日議論になっている、本当にいろんな子ども、いろんな若者がいる

中で、それぞれの子どもや若者のニーズとか、必要に根差した取組の大

切さというところが今回の事業からいろいろ感じられるかなとも思い

ますが、ほかにはいかがでしょうか。 

委員  ありがとうございます。すばらしい場所だなと思って、期待していま

す。プラットフォームとの連携の準備とか、もう実際されているかもし

れないんですけれども、あと妊娠ＳＯＳは区内にはないので、その辺の

展開みたいなことについて何かお考えがあれば教えていただきたいで

す。 

寺西課長  現時点で、今言われた妊娠ＳＯＳとの連携というところは多分まだで

きてはいないと思いますが、そこは持ち帰って、事業者ともこういった

ものがあるというところで確認はしていきたいと思います。 

 あと、プラットフォームはぷらっとホーム世田谷ということでよろし

いですか。関係機関には周知しておりますので、必要に応じてつないで

いただいたりというのは取り組んでいるところです。 
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松本部長  ちょっと補足させていただきまして、妊娠ＳＯＳは確かに区内にござ

いませんけれども、先ほども申し上げましたように、今回の事業者であ

りますプラン・インターナショナル・ジャパンさんが豊島区で運営をし

ておりますところもありますけれども、そちらは同じ豊島区の池袋の近

くに妊娠ＳＯＳの法人、実施しているところがあって、もともと法人同

士でも連携をしているところがありますので、世田谷区のほうでもしそ

ういったつなぐ必要がある場合には、やはりそういった法人の力を借り

ながら、つないでいくということはあるかというふうに思っておりま

す。 

加藤会長  続きまして、○○委員、お願いします。 

委員  このゆうカフェのオープン前の内覧会に行かせていただいて、施設を

見たり、また、運営事業者さんの話を実際伺ったりしてきたんですけれ

ども、今、若い女性の望まない妊娠とか、性感染症が非常に増えている

という問題もあり、深刻だなと思っていたところだったんです。ここで

は生理用品だけでなく、コンドームもどうぞ御自由にみたいな感じで、

普通、今までの常識では考えられないような取組をしっかりやっている

ということで非常によいことだなと思いました。 

 それで、実際、登録者数が徐々に増えてきている、利用も増えている

んですが、まず、この人たちはどうやって知ったのかなと。区だけでは

ないですよね。「区のおしらせ」に出ていても区外の方はなかなか目にし

ないと思うんですが、周知をどのようにやったのか確認をしたいんで

す。 

寺西課長  事業者のほうで結構細かく統計を取っていまして、まず、もともと豊

島区にあるわたカフェを使っている方がこちらも使いたいということ

で、わたカフェ利用者が大体13名と聞いています。また、区の関係機関

から10名つないでいると。それから、どなたかから紹介された方が３名、

あとインスタグラムを使っていまして、そこからまたやはり10名の方が

来ていると。それ以外はその他というところで、いろんな媒体で御覧に

なったという方となっております。なので、もともとわたカフェの利用

者、それから区関係機関からのつなぎ、あとインスタを御覧になったと

方が多いという傾向になっております。 

委員  そうしますと、今後、ほかの媒体も使ってさらに周知を進めようとか、

そういう考えは区としてはあるんでしょうか。 

寺西課長  やはりＳＮＳがかなり効果的だとは聞いておりますので、そういった

形が多いかなと思います。そこは事業者とも確認して、より効果的な周

知に努めていきたいと思います。 
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委員  ぜひもう少し周知を広げていただければと思いますということと、広

がると、とてもいい空間なんですが、狭いので、あの場所でどれだけ受

け入れられるのかなという問題が生じますよね。ですから、開催回数を

増やしていくのか、別の場所を探すのかというのは今後の課題になると

思いますけれども、２年後に慌ててではなくて、そこも想定しながら進

めていただきたいなと要望しておきます。 

委員  次女の娘がちょうど中学２年生で、まだ対象の年齢には入っていない

んですが、これは世田谷区の困難な問題を抱える女性を対象にという形

ですが、周知を進めていった場合、これというのは、例えば本人が自分

はこういったところに相談したいとか、こういった問題を抱えているな

ということを自覚して参加するというか、逆に言うと、ただただ居場所、

例えば今の青少年交流センターのような集まる場所みたいな気持ちで

参加する子どもは、ここは違うテーマの居場所だからといったことにな

るのか、参加する側の子どもたちがどういう意識でここの居場所につい

て考えるかというのを、どこまで入れる、入れないとか、ここが会員に

なるのに対象の切替えがあるのかなというところがちょっと気になっ

て、質問させていただきました。 

加藤会長  そうですね。確かに果たして自分がこの居場所の利用対象なのかどう

か、いや、自分は困っているけれども、ここを利用するほどではないん

じゃないかみたいなふうに思いとどまってしまう人もいないとも言え

ないと思いますし、そのあたりはいかがでしょうか。 

寺西課長  確かにもともと困難な問題を抱える女性への基本的な方針というも

のに基づいた取組ではあるんですけれども、お配りしたチラシを御覧い

ただきますと、特に非常に何か困難がある方にとかというような発信は

しておりませんで、何もない方というのはあまりいないと思うんですけ

れども、普通の方も来て利用いただくことができます。当然こういう年

代の方であれば進路のことだったり、人間関係のことだったり、どなた

でも悩みは抱えていると思いますので、そういうことも気軽に相談いた

だけるというところで、別に何かなければ行けないというわけではな

く、誰でも気軽に来ていただける居場所になっております。 

委員  では、例えば子どもたちがお友達同士で行ってしまって、その空気感

というか、わいわいし過ぎてしまうというか、逆に本当に必要で行って

いる子どもたちがいづらくなってしまう場所になってしまうと、やはり

ちょっと難しいのかなと。例えばこういうところがあるよと勧めてあげ

ようと思ったときに、そこの大人側の判断もちょっと難しいというか、

やっぱり場所のテーマからそれてしまうような形になってしまうと難
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しいのかなと思いました。 

寺西課長  ちょっと補足をいたします。すぐ隣の池ノ上に池之上青少年交流セン

ターというセンターもありますので、場合によってはそういうところも

紹介しながら、ただ、おっしゃられたとおり、ここの本当のニーズとし

て使いたい方もおられるというのも、それはそれだと思いますので、そ

のあたりは、うまくほかの施設なんかも紹介しながらやっていきたいと

思います。ありがとうございました。 

久保田副会長  久保田のほうから最後に１点だけ。今のお話とも関連するんですけれ

ども、先ほどの狭いから交流が生まれるよという話で、それは確かにそ

うかなと思うんですが、やはり来られる女性の方の中にはそういう雰囲

気だと入りにくいとか、もっと個別にプライベートな話をしっかり相談

したいという方たちもいらっしゃると思いますので、そのあたりは、今

後、恐らくここの運営団体が詳細に分析をかけていくんだと思います

が、この相談内容がどういう内容が多いのかというところも含めなが

ら、これも先ほどありましたとおり、すごくいい取組というか、ここが

まだ福祉の中で本当にはざまになっている部分ですので、要望として

は、これは２年間で終わりとかではなく、ぜひ拡大をしていっていただ

きたいということを考えると、やはり丁寧に、どういう利用があって、

どういう相談があって、しかも、ソーシャルワーカーが常駐ですので、

やっぱり福祉的な課題を抱えている女性をメインに考えていただいて、

もちろん、その入り口は広くしなければ駄目だと思いますので、女性で

あれば誰でもふらっと来られると。でも、その中でソーシャルワーカー

が課題を持っている方をきちんとキャッチして、支援につなげていくと

いうふうな体制が取れるようにぜひ考えていただき、先ほども話が出て

いましたが、２年後を待つのではなく、今から少しずつ分析をしていき

ながら今後の拡大を考えていただきたいなと思いました。 

寺西課長  相談については説明が漏れていたんですけれども、スペースの２階の

ほうに部屋がありまして、個別の相談をしたい場合はそちらの個室に

入っていただいて相談を受けることができるという形となっておりま

す。 

 あと現状、先ほどの利用実績のところで、生活相談、心理相談という

ところで実績があります。やはり生活相談が今15件ということで、件数

としては多くなっているという形でございます。 

加藤会長  それでは、よろしいでしょうか。 

 続きまして、報告(5)５歳児健康診査に係る区と幼稚園・保育園等との

情報共有について、事務局より説明をお願いします。 
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真鍋課長  世田谷保健所健康推進課長の真鍋より説明をさせていただきます。 

 資料５を御覧ください。５歳児健康診査に係る区と幼稚園・保育園等

との情報共有についてということで、５歳児健康診査自体、御報告もし

ていないので、少し丁寧に説明させていただきたいと思います。 

 国は、５歳児健診を実施して、就学前までに必要な支援につなげるこ

と、そして、地域のフォローアップ体制をしっかり取りなさいというこ

とを言っています。 

 別紙資料１－１を御覧いただいてよろしいでしょうか。母子保健で

は、乳幼児健診から始まって、１歳半健診、３歳健診とやっているんで

すけれども、そこで終わってしまうところもあって、就学前までの切れ

目のない支援につなげていくためにも、５歳児健診を実施せよというも

のです。 

 そこの国が言っているところの概要、裏面を御覧ください。フォロー

アップ体制のイメージ案ということで国が示しているんですけれども、

ここに目的も含めて書いてあるので、少し確認させていただきます。 

 概要のところにあるとおり、社会性発達の評価、発達障害等のスク

リーニングといったことを目的とした５歳児健診をやっていく必要が

あると、配慮が必要なお子さんに対して早期介入を実施していくことで

保護者の気づきとかが生まれること、そして、就学前に必要な、はっき

り言ってしまうと、例えば療育が必要であれば療育といったところにつ

なげていくことを目的にやりましょうと、ただし、健診を実施するだけ

ではなくて、しっかりと地域のフォローアップ体制をということで、保

健、医療、福祉、教育が連携して体制を整えなさいというものになりま

す。 

 一番下に書いてある地域のフォローアップ体制に係る課題というこ

とで、医療のキャパの問題は当然あるんですけれども、児童発達支援セ

ンター、げんきとか、ぷらみんぽーとといったところとしっかりと連携

をしてやること、そして、一番下に教育との連携強化ということで、保

育園、幼稚園、学校、教育委員会と情報共有をしながら、子どもを支え

ていく体制をつくりましょうということを言っています。 

 また、かがみのほうに戻っていただいてよろしいでしょうか。そうい

うことで、区でも来年度から５歳児健診を導入していきたいと考えてご

ざいまして、健診の中で的確な見立てを行っていくためには、健診当日

でお子さんの様子は見るんですけれども、お子さんと日常的に接してい

らっしゃる幼稚園の先生、保育士さんが持っている子どもの集団活動で

の気づきといった状況を教えていただき、健診に生かせという国の指針
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に基づいて、うちのほうでもそれをやりたいということで、今回、現時

点で考えている案をお示しさせていただいて、御意見等を頂戴できたら

と思ってございます。 

 まず、１で概要を少しお伝えしますと、対象者です。５歳児の幼児な

んですけれども、４歳半から５歳半の間に行いなさいということで、５

歳児クラスではないです。保育園でいうところの４歳児クラス、幼稚園

でいうところの年中さんになります。５歳になるタイミングでやりなさ

いよということで、そこの年中の方が対象になります。原則、集団健診

でやりなさいと。内容としては、発達障害などの早期発見、精神発達の

状況、言語発達の遅れ等を確認していくよということです。留意事項は、

先ほど申し上げたとおり、健診の結果、心配なお子さんについては必要

な支援につなげるよう連携してやっていきなさいということが国では

うたわれています。 

 裏面を御覧ください。区として考えている５歳児健診の流れでござい

ます。マンパワー、今、医師も乳幼児健診と３歳児健診、集団健診に来

ていただいていますけれども、お医者さんがお休みだったり、午後に休

みの水曜日とか木曜日を中心にほぼほぼ出ていただいている状態で、会

場もそこを使っている関係で、全数、6,000人、6,500人といった規模の

５歳児健診をすることがなかなか難しい中で、今考えているのは、対象

者全員、保護者さんに向けてアンケートを行うことを考えています。後

ほど説明しますが、ＳＤＱアンケートというものをお配りし、そのアン

ケート等を踏まえて判断したいと思っていますが、それに加えて運動発

達、目、耳、発語といった項目もアンケートの中には入れていきたいと

思っています。 

 先ほど申し上げた集団健診をどうするかというと、(2)ですが、アン

ケートの結果から支援の必要性が高いと判断したお子さんを対象に医

師が診断する健診というものをやっていきたいと考えています。今、星

印で書いていますが、アンケートは、今6,200人ぐらい５歳児がいるんで

すけれども、そのぐらいの中から500人程度に絞れるかということで見

立てをしてございます。米印も書いてございますが、既に発達に関する

専門相談や療育機関等につながっている方は対象外としたいと考えて

います。実際に集団健診は診断する場所ではないので、そこにつないで

いくんですね。なので、つながっている方からすると、そこに療育を含

めてつながっているので、どちらかというと気づきがない方について、

この機会に医師による診断をし、ちょっと心配なところがあるから発達

相談室であったり、げんきに相談に行ってみてはみたいなつなぎができ
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ればと思っています。 

 ＳＤＱアンケートというものが出てきたので、少し御紹介をします。

別紙２になりますが、子どもの強さと困難さのアンケート調査になりま

す。こちらにつきましては、子どもの情緒とか行動を評価するためのア

ンケートなんですけれども、情緒行為、多動、仲間関係、協調性といっ

た25問の質問から構成されているもので、イギリスで開発されたスク

リーニングのための尺度でして、全世界的に使われているものです。日

本でも実際これを活用しているところがあるということなんですけれ

ども、メリットとしては標準化されているので、どこの基準になると心

配な子だというのが明確だということで採用されているのかというふ

うに思っていて、区としてもこれを使いたいと思ってございます。 

 そうした中で、御依頼事というところになりますと、３、幼稚園・保

育園等との情報共有シートというものをこれから作成しようと思って

いて、それを集団健診に呼ぶ、今考えている500名ぐらいの方には保護者

様にお送りし、通っている保育園、幼稚園にこれを書いてもらってくだ

さいねということをお願いする。なので、保育園の先生、幼稚園の先生

は子どもの状況を書いていただいて、保護者さんに渡してほしいという

ところです。それを持って健診に臨んでいただくことを想定していると

ころです。 

 今、４歳半から５歳半の間にやらなければいけないということもある

ので、健診のアンケート自体は上半期、下半期で分けようかと思ってい

ます。４月の頭の子は３月末になるともう６歳寸前になってしまうの

で、上半期、下半期に分けてやるので、もしかすると幼稚園、保育園さ

んには６月下旬ぐらいから保護者さんが紙を持ってやってくることに

なろうかなと思っているので、御協力いただきたい。シートにつきまし

ては、今、保育課の保育士さんなどの御協力もいただきながら作成をし

ているところなので、できれば、12月の子ども・子育て部会に案をお示

しできればと思っているところです。 

 今度、(2)健診結果の共有になります。保護者さんの同意はこちらで取

りますので、通っている幼稚園、保育園にその情報をあげていいですか、

こういう情報をお伝えしますよと、幼稚園、保育園さんとしてその情報

を生かして、お子さんとの関わりという部分で気をつけながら行ってほ

しいと思っています。 

 後ほど御覧いただければと思うんですが、別紙１－２として、国が示

しているフォローアップ体制というところで、区に求めるもの、都道府

県に求めること、医療機関に求めること、いろいろ書いています。ここ
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の６ページに保育園、保育所等に求められる役割というのが書いてある

ので、少しだけ御紹介をさせていただきます。私が先ほど申し上げた部

分と重なるところがあるんですが、６ページ下段、４、保育所等に求め

られる役割について、情報共有、的確な見立てを行う。特に社会性の評

価については、家庭における生活力だけではなくて、保育所等における

集団生活の状況を踏まえることが重要なので、しっかりと情報共有をし

なさい、結果についても共有しなさいということが書いています。 

 次の７ページに行っていただいて、保護者の同意は取ります。保護者

の同意を得て依頼があった場合には、保育士さんがその気づきというも

のを健診する保健師に共有してほしいということが書いてあります。 

 ２個目は、現実的に無理なことが書いてある部分はあるので、読み飛

ばすところはあるんですが、「このため」からですけれども、国は全国で

言っているので、田舎も含めてなんですけれども、一番望ましいのは健

診後のカンファレンスに保育士さんも来ればいいのにという話です。ど

だいうちのほうでは難しいと思っているので、ここで言うところの「ま

た」というところで、区から必要な情報共有を受けて、教育、保育の充

実を図ってほしいということが２番目に書いてあります。 

 ３番目は、さらにその後になりますが、個別の支援計画などを作成し

ていただいて、就学先である小学校にそうしたものをつないでいってほ

しいということが保育園、幼稚園の役割として書かれているという状況

でございます。 

 今ざっと御説明しましたが、５歳児健診を実施するに当たって、500人

ほどの集団健診に呼ぶ方の保育園、幼稚園での御様子を教えていただく

のに御協力いただきたいというのが一つになります。 

 参考におつけしたので、一番最後に、アンケートの結果だけ共有させ

ていただきます。今年の５月、そのときに５歳児になるような方にアン

ケートをしました。実際、多くの方が幼稚園、保育園に通われていると

いうのがＱ１の結果からありまして、幼、保に通っていない子が心配な

ので、うちとしてはもうちょっと呼びたいと思っていて、その規模感は

どのぐらいかなと思ったんですが、0.1％ということで、ほぼほぼどこか

には通っている。だから、区が持っている統計より、その他の保育所、

認可ではない、幼保に通っていない子どもが思った以上にいたので、区

が認識していないだけで、どこかしらには通っていらっしゃるというこ

とが見てとれる。8.5％はその他の保育所に通っていらっしゃるという

ことになっています。 

 ５歳児健診の概要を少し説明した上で、「５歳児健診を利用したいと
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思いますか」というアンケートを取っています。この結果、81.4％の方

が利用したいということで、このあたりも保護者さんの意識も少し変

わってきたかなと思っています。平成17、18年ぐらいでしょうか、発達

障害の法律ができて、うちとしても４歳半のときに心配だったら診ます

よみたいなことをやったときは、ほとんど手が挙がらなかった。どちら

かというとレッテル張りに見られるみたいなところもあって、何でうち

の子がそんなところに行かなければいけないんだという意識が強かっ

たかなと。一方で、今回、80％以上があったら受けたいというふうに言っ

ていらっしゃるところでいうと、少しそういう状況も変わってきたのか

なと思う部分があります。ただ、その理由はというのを更問いで取って

いますけれども、そこにはやっぱり安心したい感があって、発育につい

て診てもらえるなら診てもらいたいというのは、どこか裏を返すと、心

配ないですよ、大丈夫ですよと言ってもらいたいところがあるのかとい

うふうに思っています。 

 もう１個お伝えしたいのがＱ３で、幼稚園、保育園とお子さんの状況

を共有するのはいいですかという質問です。ここもあまりかなと思って

いたんですが、95％の方が同意するというふうに書いてあります。そこ

の理由とか意見を見ると、同意はするけれども、その内容を知らせない

のはおかしいみたいなこともやっぱり書いてあるんですね。なので、こ

のあたりがちょっと難しいところかなと思っていて、実はさっきのＳＤ

Ｑのシートは、今、世田谷区では保護者に配って、幼稚園、保育園の先

生は別のシートをお願いしようと思っていますが、ＳＤＱの本来は、同

じあのシートを保護者と幼稚園の先生に書いてもらいます。それで結果

が違うんですね。どちらが相関が高いかというと、幼保の先生のほうが

本当は相関が高いというものなんです。実際に科学的にはそうなんです

が、現場の先生方からすると、書けないと言われて、このシートのまま

だったら協力できないということで、これがあまり広まらなかったこと

があって、区としては独自のシートを今考えているところです。 

 なので、同意をする。うちの子の情報を保育園の先生、幼稚園の先生

が聞いていいですよと言っているけれども、その内容が保護者さんと

思っているものと違うと、そう見ていたんですかみたいな形で、いろい

ろと信頼関係が崩れることもあり得ると思っていて、今、保育課の保育

士さんたちの助言も借りながら、さっきの子どもの意見ではないですけ

れども、例えばなるべく子どもとお話ししながら、では、こうだねみた

いなことを書けたり、保護者さんとお話ししながらこういうふうなこと

を伝えていきましょうねみたいなことを一緒に書いて、一緒に言えるよ
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うなレベル感のものがいいのかなと思ってはいます。ただ、それで本当

に伝えたいことが伝えられるかどうかも分からないので、そのあたりの

さじ加減というのをこれから詰めていきたいと思っています。 

 恐らく現場にいる先生方は、やっぱりちょっと心配だからそういうと

ころにつなげたいけれども、そう言ったら、多分、保護者の方は何でと

なるから言いづらいなとか、そういったことを抱えていらっしゃると思

うんです。そのあたりの情報を上手に聞き取って、健診の中で生かした

いというのを私どもは今考えているということです。思いのほか長く述

べてしまったんですけれども、御意見をいただけたらと思います。あり

がとうございます。 

加藤会長  ５歳児健診導入の意図と、新たに導入するに当たっての諸課題に関し

て御説明いただきました。御意見、御質問等いかがでしょうか。 

委員  御説明ありがとうございます。私は子どもが幼稚園と小学校と中学校

におりまして、やっぱり小学校に上がったタイミングでどうしても、先

生方の御報告が小学校のほうに上がっているとは、今の現時点でもそう

だと思うんですが、そこの情報が来ていなくて、開けてびっくり、クラ

スをつくってみたらちょっと荒れちゃったみたいなところが私が子ど

もを通わせている間でも何件かあったので、ここで健診をして、情報共

有シートがちゃんと共有されるというのはとてもいい仕組みだなと思

いました。 

 ただ、ちょっと気になるのは、500名の対象者を選抜するに当たって、

保護者アンケートの結果からどの方が受けるか決める、全員ではなくて

というところに関しまして、小学生に上がった保護者の方でお子さんに

ちょっと問題があるような方でも、まさか自分の子どもに問題があると

いうのを受け入れたくないですとか、それを認めたくないおうちの方が

いらっしゃるという話も小学校のところから聞いています。 

 なので、こういう保護者の希望でという形になると、そういう受け入

れたくないというおうちに関しては、どうしてもこの対象から漏れてし

まうのかなというところがちょっと心配です。健診を受けるのであれ

ば、やっぱり幼稚園や保育園の先生方のそういう子に関しての所見とい

うのが一番反映されるべきかと思うところなんですが、この対象者を選

ぶに当たって何か別の方法があればいいなと思うんですが、いかがで

しょうか。 

真鍋課長  もしかすると、勘のいい保護者さんはこれを送った時点で何かに気づ

くということで、そもそもこれを返さない可能性がある。返さないとも

う対象にならないので、そのままうちの子は大丈夫と言って、学校に上
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がったら、あれっ、何でうちの子はほかの子と違う行動で先生から云々

みたいな話になってということが多分実際に問題になっているので、５

歳児健診をという流れにはなっています。 

 なので、今、幼稚園、保育園の先生方のかなりの御負担もあって、500

名というこちらで選抜した後の方について意見をもらおうとしている

んですが、本来は6,200人分のお子さんたちについて、通っている幼稚

園、保育園の先生から全員もらって、両方で呼ぶ子を決めたほうがいい

とは思っています。令和８年度からスタートするので、多分いろいろと

改善点はあると思うんです。本当に呼ぶ子がこれでいいのか、呼び方は

これでいいのか。そのあたりは国のマニュアルでも、医師会、保育園、

幼稚園の先生方の状況とかも加味しながら基準を決めていってくださ

いということがあるので、やりながら検証を重ねて、どういう方を呼ん

でいくのが望ましいのかというところをやっていければなと思ってい

て、初年度についてはこのやり方で１回やってみたいのと、数のパイと

しても、一旦は令和８年度は500人ぐらいを診る数の医者を確保するの

が精いっぱいだというのが実情ではあるところです。 

委員  個人的には、これはぜひやられたほうがいいと思います。ＳＤＱアン

ケートをこれから新たにやるということなので、それも大切だと思いま

すけれども、このアンケートの結果で何が大事かというと、既にやって

いただいている調査アンケートにもあるように、まずアンケートを実施

することによって、例えば通っている保育所とか幼稚園がない、それか

ら５歳児健診を利用したいと思わない人、それから、いわゆる同意した

くないという方が分かることが大事で、その方をどうフォローするかと

いうところに別の観点で力を注いでもらいたいということなんです。 

 そこが分かると、では、どう力を注げばいいのかという対策とか体制、

手法が明らかになってくるので、アンケートにしっかり御協力していた

だいた方は、決められたことでやっていただいていいと思うんですけれ

ども、そうではない方をどうするかということが分かる、考えることが

私も必要だと思いますから、また詳しくは議会でやりますけれども、一

応、意見だけ申し述べておきます。 

真鍋課長  今の段階で決まっていることとしては、ちゃんとアンケートが返って

きて、どこにも通っているところがない、所属する園がないという方は

呼ぶ決定をしていますので、集団健診に呼びます。同意したくない方に

ついても、つまり、幼保には言ってくれるなという方についても、基本

はＳＤＱで点数を決めますけれども、その方については、幼稚園、保育

園にお話を伺わなくても、つまりシートを出さなくても区としては呼ん
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で健診をしたいと思っています。 

 ただ、やりたくないからＳＤＱを返さない人についてはなかなか難し

いかと思っていて、これまでの３歳健診とか乳幼児健診も90％、95％の

人に受けていただいていますけれども、５％だったり、10％という方に

ついては、勧奨はさせていただいているんですけれども、なかなか難し

いところで、保健師活動の一環としてフォローしていく対象になるのか

と思っています。 

委員  そうだと思います。そもそもアンケートを返してこない方がこれでい

くと約半数以上いらっしゃるわけで、ただ、別に５歳児健診が行政とし

てはファーストタッチではないわけで、新生児の訪問から何からやられ

ているわけですよね。今、母子に関する情報はたしかデジタル化されて

いるはずだと思いますから、そういうところとちゃんとリンクさせてい

くと、では、生まれてから５歳児までの間にどういったプロセスを経て

こられているかということは、転居さえされなければ何となく分かるの

と、あとは５歳までの間に違うところから転入をされた子たちをどう

やってキャッチアップしていくかという非常に難しいことではあると

思いますけれども、そうしたことがちゃんと分かるような結果になるこ

とが重要だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

委員  私は保育園の代表で来ている者なんですけれども、まずはこの制度に

は賛成申し上げます。どうしても健診というのは個別ですし、さっき

おっしゃった社会性というところは園生活、集団ですから、そこでの情

報は必要でしょうし、小学校生活も集団ですから、やっぱり社会性の部

分ではそういう意見が必要ですし、どうしても健診でデータ落ちしまう

ところは、やっぱり集団生活を見ている人が補完していくというのは当

然のことかと思います。 

 それで、ここからなんですよね。ただ、ありがたいのは、真鍋課長

 から、そういう保護者のデリケートな心理とか保育者のデリケートな心

理の御説明が今ありましたので、そこまでよくよく御理解いただいた上

で制度をつくろうとされているところは一つ、救いかなと思います。

レッテルを張ってほしい保護者、つまり療育に通っていて、しっかり小

学校でそのクラスを獲得したい、そこも座席争いになっていますので、

その保護者ではなくて、今、対象になっているグレーゾーン、そこには

保護者が安心感を得たい、場合によっては認めたくない、その中で先生

たちがどうこれをマークしていくかという恐ろしい話がありまして、就

学支援シートは基本的に見せずに出しますので、その形を取るのか、保

護者に開示するのか。ただ、認めたくない保護者に22番の「他の人にた
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いしていじわるをする」に丸をつけられないと思いますけれどもね、お

たくのお子さんという話になりますから。 

 ただ、それをストロングスタイルで、やっぱりそういうことを保護者

と言っていくのが施設なんだと、それぐらいの信頼感は６年間の中であ

るでしょうという形もあるんですけれども、それはそういうコミュニ

ケーションが取れている園での話ですから、事なかれ主義の保育園、幼

稚園、こども園、事なかれ主義のお父さん、お母さんにおいては、ここ

はどちらにしてもスルーされてしまう。ここのところの問題をどう落と

していくかというのは、本当にこれから設計されていくに当たって、ぜ

ひ現場とけんけんがくがく、意見交換しながらやっていく必要があるの

ではないかと思うところです。全体としては、もちろんよろしいことか

と思っています。 

大里副参事  子ども・若者部副参事、保育の質向上担当の大里でございます。 

 皆様おっしゃるとおり、幼稚園、保育園等の集団生活の中におけるお

子さんの様子がこの一つの指標になるんだろうというふうには本当に

考えているところなんですが、先ほどから現場のほうでどうなのかとい

うと、こうした気づきのところをお伝えすることで大きなトラブルに発

展したりですとか、信頼関係が崩れるといったことも多数経験しておる

ところでございます。 

 ただ、幼稚園、保育園等での気づきの内容というものも非常に重要だ

と認識しておりますので、今、保健所と相談をしながらというところで

は、内容のところではかなりの工夫が必要だと考えておりまして、その

工夫をどのように組立てていくか、また、そこの信頼関係を損なわない

ように伝えるにはどうしたらいいかということを慎重に考えて、判断し

ながら作成に一緒に携わっているところでございます。 

委員  御説明ありがとうございました。事業としてはすばらしいと思うし、

先生が500人分しか用意できないという現状もよく分かるので、仕方が

ないかと思うんですが、すごく心配なことがいっぱいあるなと感じてい

ます。 

 今いろんな方が発言されたように、保護者の立場、保育者の立場それ

ぞれ懸念されることがたくさんあるかと思うんですけれども、やっぱり

何のためにやるのかというのはすごく大切だなと思っていて、小学校に

入ったときに先生が困るから、クラスが乱れるからではなく、一人一人

のお子さんがここから先、気持ちよく、呼吸がしやすく生きていくため

に、みんなでこの時期だからこそ、何かやれることはないかを考えてい

くきっかけになるような健診になるといいなと思います。基本は多分そ
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こにあるんだと思うので、難しいとは思うんですけれども、この健診を

きっかけに、保育者側と保護者側とみんなで、どうやったらこの子がこ

れから楽しく生きていけるか、少しずつ考えていきましょうという契機

になるような工夫ができるといいと思います。ぜひそういうふうにお願

いいたします。 

委員  ５歳児健診はいいなと思って、国の事業のときの説明から聞いていた

んですけれども、この25個も、このとおりやらないというのは聞いたん

ですけれども、私はめちゃめちゃ当てはまっているから、何とかやって

いけていると思っているんですけれども、やっぱりこれをリフレーミン

グすることも大事かなと思っていて、もちろん特性として支援のために

見るという視点もあると思うんですけれども、やっぱりこれをリフレー

ミングできる保育、教育施設になってもらいたいし、学校がそこをどう

やって受け入れるかとか、合理的配慮というものもあると思うんです

ね。この人たちがうまくなじんでなのか分からないですけれども、そこ

に大人が努力することについても同時に約束してくれないと、やっぱり

保護者が自分が悪いんじゃないかとか、育て方がというふうに誤解を招

きますし、信頼関係のところがあって、区の方たちも思ってくださって

いるとは思うんですけれども、今ちょうどスタートするぐらいの時期の

子たちが、私も今１つ運営しているところで、区の事業として、わくわ

くおやこひろばに関わっている子たちと来てくださっているんですけ

れども、やっぱりもっともっと手前のところでも不安とか、やっていけ

ているのか、自分が悪いんじゃないかという悩みがコーディネーターの

ところにもすごく来ていると思うので、地域との連携もぜひ視野に入れ

て、そこまでのところの伴走と支えがないと、とてもではないですけれ

ども、受け止められないものになるのではないかと心配していますの

で、実施までの議論をまた広げていただいて、いろんな人たちの意見を

聞いていただけたらと思います。 

委員  私はメルクマールせたがやの所属なので、対象としては中高生世代以

上のところになるんですけれども、やはり相談に来られる方の中には、

学齢期のときであったり、集団生活の中での気づきであったり、うまく

いかなさというのはよく耳にするというのがございます。世田谷区とい

う人口の多い自治体の中でこういった健診の事業というのは、本当に大

変なことだろうなと思いながら聞かせていただいておりました。 

 ５歳児というところでの発達段階で考えていくと、恐らく知的発達の

遅れの程度であったりですとか、自閉の特性の部分であったりというと

ころが集団場面の中で出てくるのかどうかがひとつポイントなんだろ
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うなと思うんですね。今、発達障害の話というのはすごく一般的にも

なってきているところなんですけれども、いわゆる衝動性の部分とか多

動の部分というのは５歳児だったら誰もが当てはまるような特徴です

ので、やっぱりそこにフォーカスするというよりは、明らかに何らかの

早期支援が必要なお子さんが適切な教育環境の中で発達していくこと、

そこにつなげていくというのがきっと目的なんだろうなと思います。 

 先ほどの他の委員の方のお話でもあったように、何が情報をつないで

いくことの大きな目的か、役割かというと、やっぱりお子さんの適切な

発達に結びつけていく、お子さんにとってメリットがあるというところ

に尽きるかなと思いますので、そこに抵抗があるというのは保護者さん

への何らかのサポート、支援が焦点になってくるかと思いますので、実

施はすごく大変なことだろうなと思うんですけれども、お子さんだけで

はなくて、保護者の方に向けた支援なども一緒にいろんな機関とつなが

りながらサポート体制をつくっていけるといいのかなと思いました。 

委員  このアンケートを見ていると、自分の子どもとほかの子どもとの関わ

りの様子を答えるような回答が多くあるかと思うのですが、我が子だか

ら欲目がということだけではなく、今お仕事されている保護者の方は、

自分の子どもがほかの子どもと関わっている姿を見る機会がとても少

なくなってしまっているので、そもそも自分と我が子の関係性でしか成

り立っていない親子の形というのもすごく多くあるのではないかと

思っています。 

   なので、子ども同士の関わりの姿をお母さんたちが見る機会が少なく

なっているところで、きっと保育園や幼稚園の先生方の回答とのずれが

多く出てしまうというところはすごくあると思います。そのため、保育

園や幼稚園の先生たちの回答というのは、集団生活の中で見た子どもの

様子、親の回答は家庭で保護者が見た子どもの様子であり、家庭での様

子と集団生活での様子というのは間違いなく差異があるということを

保護者が理解した上で、これに臨んでいくのがいいのではないかと感じ

ております。 

   あと、このタイミングでこの回答をして子どもに問題ないと判断され

ましたということが、小学校に入ってから何か問題意識が出たときに、

うちは大丈夫です、もうこれはクリアしています。というようなことで、

逆に小学校から提示された問題点について向き合うのがかえって難し

くなってしまう、そういった保護者の方もいらっしゃるのではないかな

というのは感想としてあります。 

加藤会長  本当に導入に当たって様々な難しい課題があることに対して、いろい
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ろ御意見を出していただきまして、ありがとうございました。子どもの

最善の利益ということを軸にしながら、保育所の子どもを理解する力、

あるいは保護者や地域との信頼関係を築きながら模索していってほし

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本件については以上とさせていただきます。これで本日の

議事は全て終了いたしました。ありがとうございました。この後の進行

は事務局にお返しいたします。 

寺西課長  加藤会長、進行どうもありがとうございました。また、皆様、本日は

貴重な御意見をたくさん賜りまして誠にありがとうございました。 

 最後に、事務連絡の前に、今日、配付資料たくさんつけているんです

けれども、一つだけ口頭で紹介させていただきたいのが、資料の一番最

初のところについています令和７年度「全校朝会」や「朝の時間」を活

用した、子どもの権利学習の実施結果についてというものになるんです

けれども、前回の子ども・若者・子育て会議の際に、子どもの権利条例、

計画の説明をさせていただいた際に、学校での権利学習とはどういうふ

うになっているのかという御質問をいただきました。その際に、こう

いった活動をしていますということを簡単に口頭で御説明させていた

だいたんですけれども、今日、概要をまとめてきましたので、学校から

の反応も含めて御報告させていただきます。 

 １の主旨にありますとおり、子どもの権利学習としましては、全区立

小中学校に対して、全校朝会や朝の時間を活用して、教員による学習プ

リントを用いた説明や校長先生からの講話という形で子どもの権利学

習の実施を依頼したところでございます。 

 ２の実施概要は、全区立小中学校で実施をいたしました。 

 配布資料は、今日はつけていないんですけれども、校長先生が講話の

際に使うような事例集や、子どもたちが権利学習ができるイラストつき

のプリントを年齢に分けて４種類作成して配布をしております。 

 実施期間につきましては５月下旬から７月中旬、６月がちょうどいじ

め防止月間というところがありますので、その期間に実施をいたしまし

た。 

 ３、(1)学校側の工夫、感想です。後ほど御覧いただきたいんですけれ

ども、例えば小学校で３つ目のところにありますとおり、校長講話、各

学級でのプリント学習のほかに、図書室に子どもの権利コーナーを設け

て啓発活動を行ったといった取組をしていただいた学校もあると聞い

ております。また、中学校ですけれども、２つ目で権利や自由について

の考え方は日常的に指導を行っていますと。その下のほうを見ていただ
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きますと、例えば今年度は修学旅行の行き先も自分たちでも考える実践

を行っており、子どもの権利条例に倣った教育活動が実践されている感

覚を生徒たちは得ていると考えるということで、学校の教員の方からこ

ういった御意見をいただいております。 

 裏面に参りまして、(2)児童生徒の反応です。例えば小学校ですと、

困ったことがあれば相談してもいいんだと校長室を訪問した生徒がい

たり、性別や国籍、障害の有無や考え方によって差別されることなく、

みんな違っていいということが分かったという感想が聞かれたという

意見もありました。また、中学校ですけれども、本会の副会長でいらっ

しゃいます久保田先生に中学校からの依頼があって、久保田先生をお招

きしまして、子どもの権利の４原則をはじめ、策定時のエピソードを分

かりやすく話していただいた結果、興味深く聞けていたといったような

アンケート結果もいただいております。 

 この後に久保田先生のほうで少しだけ御紹介いただければと思うん

ですが、お願いいたします。 

久保田副会長  日本大学の隣の隣ぐらいに緑丘中学校がありますので、ふだんから関

わりがあり、その中で校長先生から依頼を受けてお話をしたということ

が１回、○○委員にも行っていただきましたけれども、６月ぐらいに話

をしてきましたが、小中学校全体でこういう取組をされたというのはす

ごくいいことかなと思います。 

 ただ、私も本当に１回行ってお話ししただけで、私が感じましたのは、

聞かされているというか、やっぱりお子さんたちがまだまだ受身だし、

学校の教員の方々は、もちろんふだん教育をされているので、どうして

も今回の感想でも、促したとか指導してきたという形のものがやっぱり

大きくて、それよりかは、どちらかというと子どもたち自身が考えてい

く、決まったものを教え込まれるのではなくて、子どもの権利というこ

とをこれから一緒に考えていくところのほうが大事かと思いますので、

今日の前半のほうの話でもありましたけれども、今後、ぜひ小中学校等

ともこういう取組を続けていく中で、子どもたちが自主的に自分の権利

を考えていくような機会がもっとどんどん増えていって、それこそユー

スカウンシルとかにもっとどんどんいろんなお子さんが入ってくると

か、いろんな事業と小中学校が結びつきながら、一緒に子どもの権利を

考えていくという機会がもっともっと増えていくといいのではないか

なと私個人は思っております。 

寺西課長  どうもありがとうございました。こういった形で引き続き、教育とは

連携しながら子どもの権利の学習というものを進めていきたいと思っ
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ております。 

 本件は以上ですが、特に御質問等はよろしいでしょうか。 

 あと、配付資料をいろいろつけておりまして、イベントの告知関係や、

例えばせたがや若者ファンディングも、今、若者たちがいろいろ活動し

て、活動の日程もチラシと一緒につけておりますので、御覧いただけれ

ばと思います。また、せたがや子どもＦｕｎ！Ｆａｎ！ファンディング

もイベントの内容と日程等も記載しておりますので、御覧いただければ

と思います。 

 あとは、宣伝になるんですけれども、11月22日に子どものけんりフェ

スというイベントを三軒茶屋のふれあい広場というところで開催をい

たします。○○委員にもお力添えをいただいたりして開催しますので、

お時間のある方はぜひ足をお運びいただければと思います。その他の資

料については御覧いただければと思います。 

 最後に、２点、事務連絡をさせていただきます。まず１点目ですが、

本会議の議事録につきましては調い次第、皆様にメールでお送りさせて

いただきます。お送りします議事録につきまして、御自身の御発言部分

を御確認いただきまして、修正がございましたら事務局まで御連絡をお

願いいたします。その後、区ホームページで本日の資料とともに公開を

いたします。 

 事務連絡の２点目ですけれども、次回の子ども・若者・子育て会議の

日程についてでございます。次第の一番下に記載しておりますとおり、

第３回の会議を１月27日火曜日18時30分から開催したいと考えており

ます。時期が近づきましたら会場を含めて、改めて御案内をさせていた

だきます。 

 それでは、以上をもちまして令和７年度第２回世田谷区子ども・若者・

子育て会議を閉会いたします。どうもありがとうございました。 


